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尾道市木造住宅耐震診断費補助事業実施要綱  
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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、

身体及び財産を保護することに寄与するため、市民が自ら行う住宅の

耐震診断の実施に要する費用の一部を、予算の範囲内において補助す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1) 補助対象建築物  

市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅で、次に掲

げる要件のすべてに該当するものをいう。  

ア  昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建て住宅、長屋住宅

又は併用住宅（延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供するもの

に限る。以下「住宅」という。）であること。  

イ  地階を除く階数が２以下であること。  

ウ  国、地方公共団体、その他公的団体が所有するもの以外である

こと。  

(2) 木造住宅耐震診断資格者    

第４条第４項に規定する登録を受けた者をいう。  
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(3) 耐震診断    

「木造住宅の耐震診断と補強方法  木造住宅の耐震精密診断と補

強方法（改訂版）」（国土交通省住宅局建築指導課監修・財団法人日

本建築防災協会発行。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」とい

う。）に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、木

造住宅耐震診断資格者が行う木造住宅の地震に対する安全性の評

価をいう。  

（補助対象者）  

第３条  この要綱において補助の対象となる者は、次に掲げる要件のす

べてに該当する者とする。  

 (1) 補助対象建築物（居住の実態を有するものに限る）の所有者、補

助対象建築物に居住している者又は補助対象建築物の居住予定者

（補助対象建築物に居住を予定している者で、第１０条第１項の規

定による実績報告をした時点において当該補助対象建築物の所有

者であること。）  

 (2) 市税、国民健康保険料、介護保険料等の滞納がない者  

 (3) 以前同一事業の補助金の交付を受けていない者  

第２章  木造住宅耐震診断資格者  

（木造住宅耐震診断資格者の登録等）  

第４条  市長は、耐震診断を行う者として、木造住宅耐震診断資格者を

登録するものとする。  

２  前項の登録を受けようとする者（以下この章において「申請者」と

いう。）は、法人又は個人事業主（建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）

第２３条第１項の規定による登録を受けた者に限る。）に直接雇用され

ている者又は当該個人事業者で、同法第２条の規定による１級建築士、

２級建築士又は木造建築士でなければならない。  

３  申請者は、尾道市木造住宅耐震診断資格者名簿登録申請書（別記様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 建築士免許証の写し  
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(2) 建築士事務所登録通知書の写し  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

４  市長は、前項の申請があったときは、同項各号に掲げる書類を確認

し、申請者が木造住宅耐震診断資格者として適当と認めたときは、申

請者を尾道市木造住宅耐震診断資格者名簿（別記様式第２号）に登録

をするとともに、市のホームページへの掲載又はその他の手段により

これを公表するものとする。  

５  前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して最長３年間とする。 

６  市長は、第４項の規定による登録をしたときは、木造住宅耐震診断

資格者に対し、尾道市木造住宅耐震診断資格者登録通知書（別記様式

第３号）を交付するものとする。  

７  木造住宅耐震診断資格者は、登録に係る申請書の記載事項に変更が

生じたときは、尾道市木造住宅耐震診断資格者登録事項変更届出書（別

記様式第４号）に変更する内容が確認できる書類を添付して、速やか

に市長に届け出なければならない。  

８  市長は、前項の届出があったときは、登録事項の変更に係る書類を

確認し、適当と認めたときは、尾道市木造住宅耐震診断資格者名簿に

変更事項を登録するとともに、市のホームページへの掲載又はその他

の手段によりこれを公表するものとする。  

９  市長は、変更事項の登録をしたときは、木造住宅耐震診断資格者に

対し、尾道市木造住宅耐震診断資格者登録事項変更通知書（別記様式

第５号）を交付するものとする。  

１０  木造住宅耐震診断資格者は、耐震診断を行う際は、建築士法その

他関係法令に基づきその業務を誠実に行うとともに、不当な耐震改修

の勧誘等をしてはならない。  

１１  木造住宅耐震診断資格者は、耐震診断について、必要な知識及び

技能の維持向上に努めなければならない。  

１２  市長は、木造住宅耐震診断資格者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、木造住宅耐震診断資格者の登録を抹消するものとする。  
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(1) 登録の辞退の申出があったとき。  

(2) 登録の有効期間が満了したとき。  

(3) 建築士法第２条第１項の建築士でなくなったとき。  

(4) 偽りその他不正な手段により第４項の登録を受けたことが判明

したとき。  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。  

１３  市長は、木造住宅耐震診断資格者の登録を抹消したときは、抹消

した者に対し、尾道市木造住宅耐震診断資格者登録抹消通知書（別記

様式第６号）により、通知するものとする。  

第３章  木造住宅耐震診断費補助事業  

（耐震診断補助対象事業及び補助額）  

第５条  この要綱による補助の対象となる事業は、補助対象建築物につ

いて行う耐震診断とする。  

２  補助額は、耐震診断に要する経費の３分の２の額（その額に１，０

００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額） 以内

とする。ただし、２０，０００円を上限とする。  

（耐震診断費補助金交付の申請）  

第６条  耐震診断費補助金（以下この章において「補助金」という。）の

交付を申請しようとする者（以下この章において「申請者」という。）

は、耐震診断を行う前に、尾道市木造住宅耐震診断費補助金交付申請

書（別記様式第７号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなけ

ればならない。  

(1) 住民票の写しその他市民であることがわかるもの  

(2) 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわか

るもの  

(3) 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年

月日がわかるもの  

(4) 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し  

(5) 市税等の納付状況に係る照会についての同意書 (別記様式第８
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号 ) 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（補助金交付決定通知等）  

第７条  市長は、補助金の交付の決定をしたときは、尾道市木造住宅耐

震診断費補助金交付決定通知書（別記様式第９号）により申請者に通

知するものとする。  

２  市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、尾道市木造住

宅耐震診断費補助金不交付決定通知書（別記様式第１０号）により申

請者に通知するものとする。  

（耐震診断の実施）  

第８条  補助金の交付の決定を受けた者（以下この章において「補助事

業者」という。）は、前条第１項の補助金の交付決定がされた日以後に

耐震診断の実施に係る契約を行い、耐震診断を実施しなければならな

い。  

（計画の変更及びとりやめ）  

第９条  補助対象者は、第７条第１項の規定による補助金交付決定後に

おいて、計画の変更を行う場合は、遅滞なく尾道市木造住宅耐震診断

費補助事業変更承認申請書（別記様式第１１号）に変更する内容が確

認できる書類を添付して、市長に提出し承認を得なければならない。  

２  市長は、計画の変更を認めたときは、尾道市木造住宅耐震診断費補

助事業変更承認通知書（別記様式第１２号）により補助事業者に通知

するものとする。  

３  補助事業者は、第７条第１項の規定による補助金交付決定後におい

て、計画をとりやめる場合は、尾道市木造住宅耐震診断費補助事業と

りやめ届出書（別記様式第１３号）により市長に届け出なければなら

ない。  

４  前項の規定による届出があったときは、第７条第１項の規定による

当該事業の補助金の交付の決定は、その効力を失うものとする。  

（耐震診断実績報告）  
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第１０条  補助事業者は、耐震診断が完了したときは、尾道市木造住宅

耐震診断費補助事業実績報告書（別記様式第１４号）に次に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。  

(1) 耐震診断結果報告書の写し  

(2) 耐震診断の実施に関する契約書の写し  

(3) 耐震診断に要する費用の請求書の写し又は領収書の写し  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  前項の規定による報告は、耐震診断の完了の日から起算して３０日

を経過した日又は完了の日の属する年度の３月末日までのいずれか早

い日までに提出しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第１１条  市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報

告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかを審査確認し、適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、尾道市木造住宅耐震診断費補助

金額確定通知書（別記様式第１５号）により補助事業者に通知するも

のとする。  

（補助金の請求）  

第１２条  前条の規定による通知を受けた補助事業者は、尾道市木造住

宅耐震診断費補助金交付請求書（別記様式第１６号）を市長に提出し、

補助金の交付の請求をするものとする。  

（交付決定の取消し）  

第１３条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) この要綱及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。 

(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適

当であると認めたとき。  
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２  前項の規定は、第１１条に基づく交付すべき補助金の額の確定があ

った後においても適用する。  

３  市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消したときは、尾道市木造住宅耐震診断費補助金交付決定（一部・

全部）取消通知書（別記様式第１７号）により補助事業者に通知する

ものとする。  

（返還命令）  

第１４条  市長は、補助金の交付後前条の規定により交付決定を取り消

したときは、尾道市木造住宅耐震診断費補助金返還命令書（別記様式

第１８号）により補助金の返還を命じる。  

（帳簿等の整備）  

第１５条  補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る証票書類の整理

及び経理を明らかにする帳簿の作成を行い、補助事業の完了後５年間

保存しなければならない。  

第４章  雑則  

（補助対象者等に対する指導及び助言）  

第１６条  市長は、耐震診断の補助金の交付を受けようとする者及び木

造住宅耐震診断資格者に対して、住宅の地震に対する耐震性の向上が

図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。  

（その他）  

第１７条  この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

付  則  

この要綱は、平成２０年５月３０日から施行する。  

付  則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

付  則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

付  則  
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この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

付  則  

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。  

付  則  

この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。  


